
第３学年「租税教室」を実施しました。 

３月１日（火）第３校時、卒業を間近に控えた３年生を対象に「租

税教室」を実施いたしました。講師の先生は、昨年に引き続き、本校

の卒業生であり保護者でもある、千葉賀津子税理士事務所の所長、千

葉賀津子先生です。 

また、東松山税理士会の租税教室推進委員長の服部藍先生が、租税

教育を普及促進するために講義風景の撮影にいらっしゃいました。 

千葉先生は、「わたしたちの生活と税」というテーマで、日本国の

税制度について、パワーポイントや動画を使って詳しく説明されまし

た。納税は、私たち国民の義務であることからその義務をしっかりと

果たし、社会に貢献できる人に成長して欲しいと願っています。 


